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総合評価一般競争入札の質問に対する回答書（その１）

令和７年５月１９日

長崎県未来人材課長

下記業務の一般競争入札に係る質問について、下記のとおり回答します。

業務名：令和７年度動画配信型学習サービス提供業務

質問 NO.１ ■入札説明書「１．（15）契約書の作成等」について

落札者決定後に、詳細な契約条件について協議となりますが、仮に協議後に合意でき

ず契約締結に至らなかった場合、落札者側に不利益（補償が必要であったり、以後の

入札参加が制限されたりなど）はありますでしょうか。

落札者が契約を締結しない場合、既納の入札保証金は落札者に返還されませんが、他に補償が必要と

なったり、以後の入札参加が制限されたりすることはありません。

ただし、競争入札の参加者の資格等（告示）２ 競争入札に参加することができない者に該当していた

場合など、本県の定める規則等と矛盾することから契約に至らなかった場合は、その後の入札参加に

影響が生じる可能性があります。

質問 NO.２ ■仕様書「６．その他（２）※業務の遂行上知り得た情報、資料」について

弊社は代理店としてオンライン学習サービスの受講権を販売しているため、受注にあ

たっては学習サービスの提供会社が直接貴庁及び利用者にサービスを提供させていた

だく予定です。当該提供会社が直接取得する情報は、当該提供会社の定める規約等に

沿って取り扱われることになりますがよろしいでしょうか。

契約後に本県としてのサービス提供により取得する利用者の個人情報等を、他のサービスの営業等の

ために利用することなどは不可となります。

現時点において「提供会社の定める規約等」の詳細が分からないため承諾は出来かねますので、落札

後に協議させていただくこととなります。

質問 NO.３ ■仕様書「６．その他（６）※仕様書に定めのない事項」について

弊社が受注者となった場合、弊社の定める約款に同意のうえ弊社所定の書式による申

込書等を提出いただく必要がありますが、契約書や仕様書の条件と弊社の約款や申込

書等の条件との間に矛盾がある場合は、代金の支払いにかかる条件を除き弊社の約款

や申込書等を優先させていただきますがよろしいでしょうか。

上記質問 NO.２と同様に、現時点において「約款や申込書等」の詳細が分からないため承諾出来かね

ますので、落札後に協議させていただくこととなります。

なお、本県の示した仕様書の内容に矛盾したものとなるということは、原則生じえないと考えており

ますので、仕様書に沿ってご提案ください。


